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　今年３月４日、「緊急のお願い」というタイトル
のメールが「神奈川県公共的施設における受動喫
煙防止条例」を成立させた時の県議である関口正
俊氏から届きました。北海道美唄市で受動喫煙防
止条例が検討されており、その応援を目的とした
シンポジウムを３月14日に開催するので講演し
て欲しい、という依頼でした。「いつ、何

なんどき

時、誰の挑
戦でも受ける」という猪木スタイルを貫く私は、講
演依頼を断ったことがないことが自慢でした。し
かし、今回ばかりは科研費の報告書４本を３月末
までに仕上げねばならない状況で、お断りせざる
を得ませんでした。その前後から禁煙関連のメー
リングリストで美唄市情報が流れはじめ、美唄市
医師会のホームページ（ＨＰ）からシンポジウムが
下記のように開催されたことを知りました。

　美唄市医師会のＨＰを見ると、井門先生は禁煙
問題に熱心に取り組んでいらっしゃることが分か
りました。なお、玉井先生は「神奈川県受動喫煙防
止条例」の立役者です。条例による規制の必要性だ
けでなく、（県庁職員を離れて話しやすくなった）
タバコ産業による条例妨害活動を紹介されたこと
と思います。関口氏は、全国の県庁を訪問し、知事
（もしくは代理者）に受動喫煙防止条例を成立させ
る要望書を手渡しするスモークフリーキャラバン
のリーダーで、すでに、47都道府県の訪問を終え
ています。４人の講演により、美唄市の活動を後押
しする議論がなされたことと思います。
　さて、美唄市で条例化が検討された経緯ですが、
まず、2013年３月に「びばいヘルシーライフ21（第
２期）」が制定され、髙橋市長の意向で重点テーマ

として「受動喫煙と運動」が取り上
げられました。この「びばいヘル
シーライフ21（第２期）」に基づき、
2014年12月１日に「美唄市受動喫煙
防止対策条例（素案）」が発表されま
した。
http://www.city.bibai.hokkaido.
j p / 2 0 1 5 / 0 3 / 3 9 7 3 / f i l e s / j k b _
guideline.pdf
・�医療機関・教育機関・児童福祉施
設…敷地内禁煙（完全禁煙）
・�官公庁等公共施設、集会施設、公
共交通機関…敷地内禁煙又は建
物内禁煙

シ リ ー ズ 企 画

オリンピックと受動喫煙防止法・条例（その８）

　　美唄市の試みとパブリックコメント（賛成462反対 66）
　　　　　　　　　　に対するタバコ産業の妨害
�  産業医科大学産業生態科学研究所　　　　　　　　　健康開発科学研究室　教授　大和　浩

第61回美唄市三師会講演会（於：コアビバイ、2015年３月14日）
『知って得する受動喫煙のおはなし』
演題１：「受動喫煙による身体への影響」
　　講師：美唄市医師会　会長　井門　明先生
演題２：「美唄市受動喫煙防止条例（素案）の趣旨説明」
　　講師：美唄市保健福祉部健康推進課　課長　川西勝幸氏
演題３：「条例制定後の現状－神奈川県における事例－」
　　講師：神奈川県立足柄上病院副院長（条例制定時の
　　　　 神奈川県健康推進課長）
　　　　 玉井　拙夫先生
演題４：「受動喫煙防止条例を目指して」
　　講師：スモークフリーキャラバンの会
　　　 　事務局長　関口　正俊氏
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・�通学時間帯の通学路や公園は禁煙
とされ、公的な施設に喫煙室を設置しない点、そし
て、屋外であっても子どもの受動喫煙を防止すべ
きこと、それは保護者の努力義務でもある、とされ
た点が評価されます。また、神奈川県と兵庫県でタ
バコ産業から妨害が入ったサービス産業について
は、「飲食店営業と風俗営業の用に供する公共的空
間には適用しない」と、最初から除外されていまし
た。
　2015年２月24日から３月15日までパブリック
コメントを募集し、その結果を受けて、20日の議
会最終日までに条例案を上程する予定でした。と
ころが、通常のパブリックコメント募集ではゼロ
〜数件程度にもかかわらず、518名（市内在住者
381名、在勤・在学者30名、利害関係者107名）から
延べ554件という多数のコメントが寄せられまし
た。内容は、賛成意見462件、反対意見66件、条項へ
の意見23件でした。すべてのコメントが下記に公
開されておりますので、是非ご覧下さい（２つだけ
ピックアップしました＝下欄参照）。
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2015/02/3979/

index.phtml

　賛成意見が絶対多数であったにもかかわらず、
岩見沢地方たばこ販売協同組合などによる反対署
名616筆が内馬場議長に手渡されたこともあっ
て、条例は残念ながら施行されませんでした。この
反対署名以外にも、ＪＴ本社たばこ事業本部渉外
グループ社会環境推進部長の宮下強氏が美唄市を
訪問して反対意見を述べたり、ＪＴのホームペー
ジに「美唄市受動喫煙防止条例（素案）についての
ＪＴ意見」として、官公庁にも喫煙室を認めるべ
き、屋外を規制すべきではない、というコメントを
発しています。このようなタバコ産業からの妨害
が入る活動は喫煙率を低減するために有効であ
り、逆に、吸い殻拾いや未成年者の喫煙防止キャン
ペーンなどタバコ産業が率先して協力する活動は
喫煙率低減の効果がないことが知られています。
　さらに、４月９日に週刊ポストの「美しい分煙社
会の作り方」を担当する須田慎一郎氏から髙橋市
長に対談の申し入れが入った、との情報。推進派の
市長を個別攻撃しようとするタバコ産業の魂胆は
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明らかです。私は、すぐさま、想定問答集をメール
で送りました。髙橋市長から週刊誌で「分煙では飲
食店で働く人の健康は守れない」「世界保健機関
（ＷＨＯ）の調査では飲食店等のサービス産業が禁
煙化されても営業収入は低下しない」ことをしっ
かりと述べてもらえば、逆に、プラス材料となるこ
とが期待されますが、タバコ産業が作る誌面です
からどのような内容になるか…。

　最後に、髙橋市長から美唄市民へのメッセージ
を掲載したいと思います。このような動きが、現
在、罰則付きの条例に見直しが行われている東京
都受動喫煙防止条例の判断材料になると思いま
す。北九州からも美唄市の条例を応援していきま
しょう。

美唄市市民の皆様へ
　暖かな日差しが積もった
雪を溶かし、いささか春の
訪れも早く感じられる
日々であります。市民の皆
様方には、日ごろから市政
の推進にあたり、多大なる
ご理解とご協力を賜ってお
りますことに深く感謝申し
上げます。
　さて、このたび本市では
平成25年３月に市民の健
康づくりの指針となる「び
ばいヘルシーライフ21（第
２期）」を策定し、これを基
本に昨年12月には喫煙に
ついてのルールを示した受
動喫煙防止についてのガイ
ドラインを策定、今年度中
に条例化を目指して準備を
進めておりましたが、最終
的に年度内の策定を見送る
ことといたしました。
　理由は、条例素案におけ
る条例文などについての意
見整理や議会議論の充実、

市民周知の徹底、さらには反対署名の民意を受け
止めたものであります。
　今後は、市民検討委員会などを設置することも
視野に入れ、十分に市民周知を図り条文の内容を
充実させ、条例制定については９月議会に提案、
12月議会での成立に向け、市民の健康を守るため
にも１日も早い制定を目指したいと考えておりま
す。
　このたび、素案に対してパブリックコメントを
頂いた554件の市民の皆さんには、熱心な意見を
賜り深く感謝いたします。頂きました市民意見の
一つひとつの思いをしっかりと受け止めながら、
制定にむけた議論の参考にさせて頂きたいと想い
ます。
　本当にありがとうございました。　　　　　　

美唄市長　髙橋　幹夫

美唄市受動喫煙防止ガイドライン（2014年12月）


